
6月は「指定自動車教習所広報月間」 です。

指定自動車教習所とは、都道府県の公安委員会が「安全に運転者を育成できる」

と正式に認めた教習所のことです。

教習内容・設備・指導員の資格など、厳しい基準をクリアした教習所だけが

“指定”を受けています。

資格を持つ指導員が担当
指導員・検定員は国家資格を持ち、教習内容も法令に基づいて

実施されます。

安全基準を満たしたコースと設備
広さや車両など、すべて公安委員会の基準をクリアしています。

卒業後の技能試験が免除
指定自動車教習所を卒業すると、運転免許試験場での技能試験が

免除されます。指定自動車教習所シンボルマーク

安心できる3つのポイント

6月25日は「指定自動車教習所の日」です
む じ こ

免許取得をお考えの皆さまに大事なお知らせ

仮免許の取得年齢が

満18歳から17歳6ヵ月へ引き下げられました。

ただし、本免許の交付は従来通り満18歳からです。

制度を正しく理解し、お早めの入校をおすすめします！

2026年4月1日より

富山県黒部市犬山54

0120-645-115 電話受付時間8:30～17:00
※日曜・休校日を除く。
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